
 

鳥取県選挙管理委員会告示第８号 

昭和61年鳥取県選挙管理委員会告示第33号（不在者投票管理者を置くことのできる病院等の指定について）の

一部を次のように改正する。 

 

  平成25年３月29日 

鳥取県選挙管理委員会委員長 相 見  愼 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

１ 略 

２ 老人ホーム 

施設名 所在地 

略 

ケアハウスル・サン

テリオン 

倉吉市山根55－234 

有料老人ホームけあ

ホームひまわり関金 

倉吉市関金町関金宿1891

－10 

 略 

３ 身体障害者支援施設 

 略 

４ 略 

 

 

１ 略 

２ 老人ホーム 

施設名 所在地 

略 

ケアハウスル・サン

テリオン 

倉吉市山根55－234 

 

 

 

略 

３ 身体障害者更生援護施設 

略 

４ 略 

 


